
株式会社カネスエ商事及び株式会社ワイストアに対する警告について 

平成２９年９月２１日 

公 正 取 引 委 員 会 

公正取引委員会は，食品スーパーを営む小売業者である株式会社カネスエ商事及び

株式会社ワイストア（以下「２社」という。）に対し，本日，次のとおり，警告を行っ

た。 

本件は，２社が，独占禁止法第１９条（同法第２条第９項第３号〔不当廉売〕）の規

定に違反するおそれがある行為を行っていたものである。

１ 警告の相手方 

事業者名 

（法人番号） 
本店の所在地 代表者 店舗名 

株式会社カネスエ商事 

（3180001082422） 

愛知県日進市浅田町

平池２６０番地 

代表取締役 

牛田 喜博 
カネスエ五郎丸店 

株式会社ワイストア 

（8180001096707） 

愛知県津島市新開町

一丁目６番地 

代表取締役 

伊藤 彰浩 
ワイストア犬山店 

２ 警告の概要 

⑴ア 株式会社カネスエ商事は，愛知県犬山市にカネスエ五郎丸店を出店している

ところ，平成２９年４月２６日，株式会社ワイストアが同市にワイストア犬山

店を新規開店したことを契機に，野菜の主力商品であり，消費者の購買頻度が

高いキャベツ等（注１）の販売価格を引き下げ，以降，２社は，前記各店舗にお

けるキャベツ等の販売価格を対抗して順次引き下げた。 

イ ２社は，それぞれ，カネスエ五郎丸店又はワイストア犬山店において，平成

２９年５月１１日から同月１８日までの間に，キャベツ等を１円で販売し（注２），

当該野菜の販売数量を大幅に伸ばしたことにより，前記店舗の周辺地域に所在

する野菜等の販売業者の事業活動を困難にさせるおそれを生じさせた疑いが

ある。 

ウ 平成２９年５月１８日，本件について，公正取引委員会が調査を開始したと

ころ，同月１９日以降，カネスエ五郎丸店及びワイストア犬山店におけるキャ

ベツ等の販売価格は順次引き上げられ，前記イの行為は取りやめられている。 

問い合わせ先 公正取引委員会事務総局中部事務所第二審査課・第三審査課 

電話 ０５２－９６１－９４６７（直通） 

公正取引委員会事務総局審査局公正競争監視室 

 電話 ０３－３５８１－２５０８（直通） 

ホームページ http://www.jftc.go.jp/



（注１）キャベツ，ほうれん草，もやし，きゅうり，大根，レタス及び小松菜が対象（小松菜はカネ

スエ五郎丸店のみ。）。以下同じ。 

（注２）カネスエ五郎丸店においては，きゅうりを３本３円で販売。 

 ⑵ 前記⑴イの行為は，それぞれ，独占禁止法第１９条（同法第２条第９項第３号

〔不当廉売〕）の規定に違反するおそれがあることから，公正取引委員会は，２社

に対し，今後，このような行為を行わないよう警告した。 


